
厚生労働科学研究費補助金 （成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 
分担研究報告書 

- 119 - 
 

日本における産後ケアの実施状況に関する研究 

 

研究分担者 市川 香織 （文京学院大学保健医療技術学部） 

           

 

 

A．研究目的 

平成 25 年、内閣府の少子化危機突破タスク

フォース報告書で、緊急対策の一つとして産後

ケアの強化が提言され、モデル事業として実施

することが提唱された１）２）。厚生労働省は平成

26 年度に妊娠・出産包括支援モデル事業を行

い、市町村を対象とした産後ケア事業の補助を

始め、平成 27 年度は妊娠・出産包括支援事業

が本格事業化された。 

出産経験が初めて、あるいは少ない女性に対

し、産後早期に出産の疲れを癒し、慣れない子

育てを支援する産後ケアの取り組みは、産後う

「産後 1か月の助産師・保健師からの指導・ケアを十分に受けることができたか」は、「健や

か親子２１（第２次）」においてその割合の増加を目指すことが示されている。出産施設退院後、

乳児健康診査を受診するまでの数ヶ月間、特に育児不安の高まる産後 1か月の間は、現在行われ

ている新生児訪問や今後支援体制の整備が期待される産後ケア事業などを中心に、より支援の

重点化が望まれている。しかし、産後ケアとしてどのようなケアが実施されれば良いのか、また

その効果はあるのか、ケア提供の時期や費用など、産後ケアを推進していくための根拠はまだ十

分明らかにされてはいない。また、産後 1か月までに母親たちが十分に指導やケアを受けたと実

感するのはどのようなケアなのか、出産施設と産後ケア提供施設の連携はどのようになされて

いく必要があるのか、妊娠中からの情報をどのように産後に活用していくのかなど、連携の課題

も十分明らかになっていない。 

そこで、本研究では、まず現在までに実施されている産後ケアの調査や研究報告を整理し、日

本における産後ケアの実施状況と産後ケアの今後の課題を明確化することとした。そのうえで、

今後の調査フィールドの確保を目指し、調査準備として、近年新たに誕生した産後ケア施設に対

し、実施状況のヒアリングを行った。 

文献から、日本には、全ての褥婦・母親に標準化された方法で行われている身体的・精神的ケ

アはなく、産後ケアとして定義づけはなされていないものの、実態調査等から、母親の身体的ケ

アと授乳の支援を中心に、心理社会的な支援、家族間調整など幅広い支援が実施され、利用者は

休養や受容される体験によって元気になっていくといった流れがあることは考えられた。 

ヒアリングから、産後ケア提供者である助産師は、利用者からの肯定的な評価を得ており、産

後ケア施設が母親たちの安心感につながっているという手ごたえを感じていることが明らかに

なった。また、産後ケア事業の実施により、他職種連携や医療と保健の連携のきっかけになるこ

とが示唆された。 

しかし、産後ケア事業の展開はまだ少ないため、今後も引き続き、産後ケアの取り組みによる

効果については検証していく必要があると考えられる。 
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つの予防、母子関係の構築、母親役割獲得への

支援、女性と家族の関係性変化に対する支援、

児童虐待予防のためにも重要である。これまで

里帰り等で受けてきた家族によるケアが、親世

代が高齢化するなどで受けられない状況も増

えており、今後は社会的に産後ケアを提供する

必要があると考えられる。 

また、「健やか親子２１」の最終評価に関す

る調査において、「妊娠・出産について満足し

ている者の割合」の指標に関する具体的な項目

のうち、満足度が低かった項目は、「出産体験

の振り返り」、「産後 1か月の助産師・保健師か

らの指導・ケア」、「妊娠中の受動喫煙」の 3項

目であった３）。このうち特に「産後 1か月の助

産師・保健師からの指導・ケア」については、

「健やか親子２１（第２次）」基盤課題Ａのテ

ーマでもある切れ目ない保健対策の観点から

も重要であることが指摘されており、「産後 1

か月の助産師・保健師からの指導・ケアを十分

に受けることができたか」について、今後 10

年間でその割合の増加を目指すことが示され

た３）。 

出産施設退院後、乳児健康診査を受診するま

での数ヶ月間、特に育児不安の高まる産後 1か

月の間は、現在行われている新生児訪問や今後

支援体制の整備が期待される産後ケア事業な

どを中心に、より支援の重点化が望まれている。

しかし、産後ケアとしてどのようなケアが実施

されれば良いのか、またその効果はあるのか、

ケア提供の時期や費用など、産後ケアを推進し

ていくための根拠はまだ十分明らかにされて

はいない。また、産後 1か月までに母親たちが

十分に指導やケアを受けたと実感するのはど

のようなケアなのか、出産施設と産後ケア提供

施設の連携はどのようになされていく必要が

あるのか、妊娠中からの情報をどのように産後

に活用していくのかなど、連携の課題も十分明

らかになっていない。 

そこで、本研究では、まず現在までに実施さ

れている産後ケアの調査や研究報告を整理し、

日本における産後ケアの実施状況と産後ケア

の今後の課題を明確化することとした。そのう

えで、今後の調査フィールドの確保を目指し、

調査準備として、近年新たに誕生した産後ケア

施設に対し、実施状況のヒアリングを行った。 

 

B．研究方法 

 産後ケアに関連する文献ならびに調査報告

等から、日本における現在の産後ケアの実施状

況や課題を分析した。 

また、今後の調査フィールド確保のために、

近年新たに誕生した産後ケア施設に対し、実施

状況のヒアリングを行った。産後ケア施設への

ヒアリングは管理者の許可を得て、管理者から

の聞き取りと資料提供をいただいた。 

 

（倫理面への配慮） 

 産後ケア施設での調査にあたっては、分担研

究者の所属施設の倫理審査委員会の承認を得

て行う予定である。今回は、調査準備のため、

施設の管理者への文書と口頭で承認を得て実

施した。 

  

C．研究結果 

1．日本における産後ケアの実施状況 

古来、日本においては、出産や月経に伴い女

性が出血することによって穢れが生じるとい

う考えがあり、出産時には産屋という施設を準

備し、出産をその施設で行い、産後一定期間は

出産した女性をその施設に隔離して住まわせ

るという習俗が広く行われていた４）。出血した

女性は穢れなので他者から隔離していたとい

うことだが、出産は命がけの行為であり、産後

は出血や感染の恐れもあったため、母体の健康
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を守り療養させたという側面もあったとも考

えられている４）５）。これらの小屋は 20世紀初

頭まで実際に使われており、1902 年にサンヤ

に篭った女性は、この期間を「人生の花」と喩

え至福の時と記憶していたという記述もある
６）。 

しかし、1950 年頃より、安全性の観点から出

産の場所が急速に家庭から施設へと移行して

いった。 

現在の日本における出産環境は産科医療施

設の減少により、出産施設は集約化され、産後

の入院期間が短縮化されている７） 。そのため、

産後の女性は体調の回復や育児技術の習得、特

に母乳哺育のためのスキルを十分得る前に退

院せざるをえない状況が生まれてきている。 

入院施設が母子異室での管理だった場合、子

どもの泣きや授乳のタイミングなど、子どもの

いる生活へのイメージが入院中にはつかみに

くいまま退院することになる。現在親になる世

代は、子どもの世話をした経験が少なく、子育

ての具体的イメージがないまま親になってい

ることが多い８）。自分の子どもで初めて子ども

の世話をすることとなる場合も多いため、育児

そのものへの不安は大きく、西海、松田によれ

ば、特に産後 2～3 週では子どもの泣きに関す

るストレスが高く、心理的ストレス反応も高ま

るとされている９）。また、武田、小林、加藤の

調査でも産後 1 か月の母親のストレス内容と

して、子どもが寝ない、子どもの泣き・ぐずり

をはじめとした思い通りにいかないストレス

が高く、子どもへの対応によって引き起こされ

る寝不足や家事・育児が大変といった負担感、

自分の時間がないことへの不満などがあると

いう 10）。また、夫の協力がないこともストレス

として指摘されている 10）。 

文化人類学的なフィールドワークを行って

いる松岡によれば、マタニティーブルーズや産

後うつ病が西欧社会で高い頻度で見られるよ

うになった原因は、特別の期間としての産褥と

いう概念がなくなったこと、母になった女性へ

の実際的な援助がないこと、母という地位への

認知や注目が欠けていることが挙げられると

指摘している 11）。特に、マタニティーブルーズ

や産後うつ病が現れたのは 1960 年代の西欧で

あり、この原因として、1950 年代から 1960 年

代にかけて西欧では出産が産科と精神科の両

方から医療化されたことによるのではないか

と指摘している 11）。さらに松岡は、妊娠・出産

が家庭の中から医療が扱うものとなり、産後の

女性たちの精神的な落ち込みについて疾患や

症状という概念で医療的な診断がなされたた

めではないかと考察し、さらに、儀礼や相互扶

助といった文化的緩衝装置の中での出産から、

安全性中心の出産へと変化を遂げると同時に、

女性たちは伝統的な社会の中で得ていた様々

な援助や保護から切り離されてしまったこと

による影響ではないかとも述べている 11）。 

産後の女性を支援する文化の仕組みが失わ

れ、次いで家族からの産後のケアも受けにくく

なっているのが日本の現状である。 

そこで、現在、国内では産後ケアとしてどの

ようなケアが行われているのかという実態調

査を中心に、国内外の文献レビューも含めた研

究として、平成 27 年度子ども・子育て支援推

進調査研究事業が実施された。研究者もこの研

究事業に参画し調査を分担した。 

国内の産後ケアに関する文献レビューを行

った佐藤によれば、全ての褥婦・母親に標準化

された方法で行われている身体的・精神的ケア

がなく、産後に行われるケアの内容は定まって

おらず、今後エビデンスに基づいた標準化され

たケアが提供されることが必要であると結論

づけられた 12）。 

また、同事業の実態調査では、稲田、相良、
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島田が有床助産所・病院・診療所を対象とした

質問紙調査を実施している。これによれば、施

設が提供している産後ケアは、各施設とも母親

の身体的な回復を配慮しながらの授乳指導、授

乳に適した抱き方、含ませ方の指導、母乳分泌

と授乳前後の乳房の状態の評価、今後の授乳の

方針への支援などの【授乳の支援】、沐浴指導

や、児の気質に合わせた世話の仕方のアドバイ

ス、児の泣きへの対応などの【授乳以外の支援】、

母親の身体回復を考慮した母子同室、母親のフ

ィジカルアセスメントや産褥体操、栄養指導な

どの【母親の身体的ケア】を中心的なケアとし

て行っていることが明らかになっていた 13）。 

さらに、同事業の産後ケア利用者を対象にし

た聞き取り調査によれば、利用者が受けたと認

識したケアは、「母親への身体回復の支援」、「授

乳の支援」、「授乳以外の育児支援」、「母親への

心理社会的支援」、「家族間調整」であった 14）。 

以前の調査であるが、日本で先駆的に開設さ

れた産後ケアセンターにおける産後ケア事業

の利用者意識調査によれば、産後早期に母親が

元気になれる要素は、食事を含む休養、受容さ

れる体験、授乳がうまくいくことであったとい

う報告もある 15）16）。 

これらの報告から、産後ケアとは、標準化さ

れたケアは確立していないものの、母親の身体

的ケアと授乳の支援を中心に、心理社会的な支

援、家族間調整など幅広い支援が実施され、利

用者は休養や受容される体験によって元気に

なっていくといった流れがあることが考えら

れる。 

 

2．産後ケア施設へのヒアリング結果 

 産後ケア施設である Aセンターにて、管理者

であるセンター長（助産師）よりヒアリングを

行った。ヒアリングの概要は以下の通りである。 

1） 訪問日 平成 28 年 7 月 26 日 

2） 対象者 センター長（助産師） 

3） 聞き取り内容 施設開設までの状況、現在 

の実践内容、利用状況、利

用者の背景、今後の課題等 

        A センターは平成 28 年 1 月に開設されたば

かりの産後ケア施設である。施設の開設まで

の経緯としては、県内の少子化対策の一環と

して、産後の母親への支援の充実が挙げられ、

新たな産後育児支援の在り方検討会により産

後の支援方法が検討されたこと、妊婦及び1歳

6 か月児までを養育している母親へのニーズ

調査により 7 割の母親が宿泊型のケアを希望

していることが明らかになったことなどが挙

げられる。小規模な市町村が多い県であるた

め、宿泊型の産後ケア事業実施にあたっては

県が主導して施設整備に向け取り組んだこと

が特徴的である。県と市町村が協働で事業を

実施するために広域的な連合体を設置し、事

務局は県が担っている。 

 A センターでの事業は大きく 3つあり、一つ

目は県と市町村の共同体からの委託を受けて

行う産後ケア事業、二つ目は県の委託を受けて

行う産前産後電話相談事業、そして、三つ目は

自主事業として行う、母乳ケアや個別相談、各

種講座、日帰り型産後ケアなどの独自事業であ

る。 

宿泊型の産後ケア事業は原則 3泊 4日で、市

町村が認めた場合は 6 泊まで可となっている

ということであった。利用する時期は、出産施

設退院後すぐは少なく、産後 1～4 か月までで

月ごとの利用頻度に差はないということであ

った。利用者は初産婦が多く、年齢は 30 歳代

後半が多く 40 歳代もいるということであった。 

利用者数については、宿泊型の産後ケアにつ

いては、平成 27 年度は 16 組、平成 28 年度は

33 組の母子となっており、開設から半年とい

う状況であるため利用者数はまだ少ない状況
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であった。一方で、産前産後電話相談事業の相

談件数は、同じく開設から半年で 622 件となっ

ており、夜間も 24 時間対応であるため増加し

ているということであった。 

宿泊型産後ケア利用者からの感想としては、

「精神的にも身体的にも疲れていたことを実

感した」、「気持ちが楽になった」、「心細いとき

に付き添ってくれる温かい場所だった」等の声

が寄せられていた。 

産後ケア事業に携わる職種間の連携として

は、事業を通して市町村保健師とセンターの助

産師の間に顔の見える関係ができ、情報共有に

役立っているとのことであった。さらに、助産

師どうしの連携も強化され、特に施設勤務助産

師や新生児訪問や母親学級などを担当する助

産師が、母親たちに Aセンターの存在を伝えて

くれることで、母親たちの安心感につながって

いるとのことであった。Aセンターで助産師と

しての能力を発揮したいという助産師もいる

ため、人材の掘り起こしにもつながっていると

のことであった。 

また、施設の設計や内装のこだわりとして、

医療機関のような作りを避け（センター長の言

葉を借りれば「医療機関っぽくないように」）、

できる限り日の光が入るような設計を目指し

たということであった。また、助産師のユニフ

ォームにもこだわりがあり、医療系のユニフォ

ームではないものを選んだということであっ

た。これらのこだわりは、来所者に対して、リ

ラックスした空間や人のぬくもりを感じさせ、

一方で、砕けすぎずにおもてなしの心を伝える

印象があるのではないかと思われた。 

今後の課題としては、利用者がまだ少ないた

め経営的な不安があること、産後ケアの利用申

請窓口は市町村であるため、市町村によって対

応が違うため戸惑いがあることなどが挙げら

れた。 

D．考察 

日本においては、かつての出産習俗の中で、

出産した女性を特別にケアする文化的仕組み

があったことが文献で確認された。しかし、そ

れは女性を敬うという意味ではなく、穢れとし

て隔離するという意味であった。その後、出産

が安全性を重視し、医療機関へ移行するととも

に、産後の文化も失われつつある。この流れの

中で、現代の日本においては、産褥期を大事に

過ごすという義務的な概念がなくなり、産後の

女性自身も、産後にケアを受けることが大切で

あるという意識が薄くなっていっているので

はないかと考えられた。妊娠・出産が生活の中

に根差していた時代とは違い、産後の自分の心

身の変化を予測することが難しく、また出産が

終わればその後は医療的には健康と判断され

るためであることも関与しているであろう。女

性たちは心身の回復や母親としての自信、親子

関係の構築のために必要なケアを、以前に比べ

受けられなくなっており、不安を抱えて産後を

過ごしている可能性が高まっていると考えら

れる。 

家族によって提供されてきた産後ケアが受

けられないのであれば、社会的に産後ケアを提

供する必要があり、現在産後ケアが行政施策と

して普及されていくことは望ましいことであ

る。これまでの歴史や文化的な観点からも、産

後ケアが十分提供されるようになれば、女性は

身体の回復のみならず、安心して産後を過ごす

ことにより、余裕を持って育児を行うことで良

好な親子関係の基盤を築いていくことができ

ると期待される。 

産後ケアに関するいくつかの調査報告から、

産後ケアとは、母親の身体的ケアと授乳の支援

を中心に、心理社会的な支援、家族間調整など

幅広い支援が実施され、利用者は休養や受容さ

れる体験によって元気になっていくといった
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流れがあることが考えられる。しかし、佐藤の

言うように、全ての褥婦・母親に標準化された

方法で行われている身体的・精神的ケアはなく
12）、産後ケアとして定義づけられていないため、

ケア提供者によって、産後ケアの内容には差が

ある可能性がある。すなわち、産後ケアといっ

たときに、誰もが同じケア内容をイメージでき

ないのが日本の現状であると考えられる。その

ため、ケアの効果も一律に評価できる状況にな

っていないといえる。 

産後ケア事業の展開はまだ少ない状況では

あるが、先駆的に実施している市町村や事業体

からは、利用者からの肯定的な評価を得ている

ことが報告され始めている 14）。ヒアリングを

行った産後ケア施設においても同様の利用者

の反応が確認されていた。 

さらに、ヒアリングからは、産後ケア事業を

通して、市町村保健師と産後ケア施設の助産師

の間に顔の見える関係ができ、情報共有に役立

っている、助産師どうしの連携も強化されたと

いうことが語られ、他職種連携や医療と保健の

連携へのきっかけになる可能性が示唆された。 

今後、産後ケアの取り組みによる効果につい

ては検証していく必要があり、今後の課題であ

る。また、市町村事業として展開していくにあ

たって、うまくいっている事例の紹介や今後の

課題についても検討していく必要がある。 

 

E．結論 

本研究では、日本における産後ケアの実施状

況と産後ケアの今後の課題を明確化するため

に、現在までに実施されている産後ケアの調査

や研究報告を整理し考察した。 

また、今後の調査フィールドの確保を目指し、

調査準備として、近年新たに誕生した産後ケア

施設に対し、実施状況のヒアリングを行った。 

文献から、日本には、全ての褥婦・母親に標

準化された方法で行われている身体的・精神的

ケアはなく、産後ケアとして定義づけはなされ

ていないものの、実態調査等から、母親の身体

的ケアと授乳の支援を中心に、心理社会的な支

援、家族間調整など幅広い支援が実施され、利

用者は休養や受容される体験によって元気に

なっていくといった流れがあることは考えら

れた。 

ヒアリングから、産後ケア提供者である助産

師は、利用者からの肯定的な評価を得ており、

産後ケア施設が母親たちの安心感につながっ

ているという手ごたえを感じていることが明

らかになった。また、産後ケア事業の実施によ

り、他職種連携や医療と保健の連携のきっかけ

になることが示唆された。 

しかし、産後ケア事業の展開はまだ少ないた

め、今後も引き続き、産後ケアの取り組みによ

る効果については検証していく必要があると

考えられる。 
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